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産前産後期間の国民年金保険料が免除となります…２・３　医療機関のかかり方で上手に節約しましょう…４
ご存じですか？ 障害・老齢年金等を受ける場合、傷病手当金は調整されます… ５
「年金シニアライフセミナー」開催のご案内 …６　パークゴルフ大会が開催されます…６

ザ・ピルグリム／イングリッシュローズ

花ことば：私を忘れないで・真実の愛

https://www.nenkin.go.jp/ https://www.e-gov.go.jp/

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

http://www.syahokyo-akita.jp
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日本年金機構からのお知らせ
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4／社会保険あきた／元年8･9月 社会保険あきた／元年8･9月／5

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ
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社会保険あきた／元年8･9月／76／社会保険あきた／元年8･9月

秋田県社会保険協会からのお知らせ

協会けんぽの申請書・届出書の新様式について

Ｑ 　令和元年5月から協会けんぽの申請書様式が変わった
と聞きました。どのように変更されたのでしょうか？

　　　　協会けんぽでは、ご提出いただいた申請書等について円
　　　滑にお支払いを進めるため、システム刷新を計画しており
ます。そのシステム刷新に対応できるよう、令和元年5月から協会
けんぽの申請書や届出書の様式を変更いたしました。
　主な変更点は、文字の読み取り精度を高めるため、自由記載欄
を削除しマス目化にしました。これまでの様式も引き続き使用で
きますが、事務処理の効率を高め、円滑に給付金をお支払いする
ため、可能な限り新様式をご使用いただくよう、ご協力をお願いい
たします。
　新様式は協会けんぽホームページから入手できるほか、ご連絡い
ただければ郵送いたします。また、全国のコンビニエンスストアに
設置してあるマルチコピー機で印刷できる「ネットプリント」（有
料）でも入手できます。
　なお、協会けんぽでは健康保険関係の全てのお手続きが、郵送
でできるようになっています。お手続きに関するお問い合わせやご
相談はお電話で承っておりますので、申請手続きにあたっては、便
利でスムーズな郵送でのお手続きをご利用ください。

Ａ

主催／社会保険協会本荘支部　共催／本荘地区社会保険委員会

　秋田県社会保険協会本荘支部では、本年度の健康づくり事業の一環として本荘地区社会保険委

員会との共催のもと、次のとおりレクリエーションパークゴルフ大会を開催します。

・社会保険協会本荘支部の会員事業所の皆様には、参加申込案内を同封しております。

・他支部の会員事業所からの参加も歓迎いたしますのでご連絡ください。

　　●日　　時 令和元年９月28日（土）受付開始12時30分

　　●会　　場 八塩パークゴルフ場（由利本荘市東由利田代字沢中41-6）

　　●申込方法 同封の大会参加申込書により、令和元年９月13日（金）までにFAXまたは郵

　　　　　　　　送で、一般財団法人秋田県社会保険協会あてお申込み願います。

支部からの
お知らせ
支支支支支支支部からのの
お知らせ レクリエーション
　　パークゴルフを開催
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「年金シニアライフセミナー」開催のお知らせ「年金シニアライフセミナー」開催のお知らせ
― ５０歳以上の職員の方には必ずお知らせ〔回覧〕願います ―

退職後の豊かで・生きがいのあるシニアライフをお過ごしいただくためのセミナーです。
これまで、県内ではなかなか開催できなかった充実した内容と、中央から専門の講師を招いての開催
となりますので、この機会に是非聴講くださるようご案内いたします。
　♪ご夫婦での参加も歓迎いたします♪
また、社会保険委員さんや職場で社会保険事務等を担当されている方も是非ご参加ください。

詳細・申込方法は当誌６－７月号をご覧ください。
「参加申込書」も６－７月号に掲載しております。

・日　時　令和元年10月８日（火）午後１時～４時（集合・受付12時30分～）
・場　所　グランドパレス川端（大仙市大曲浜町７－39）℡（0187）62ー0354
・参加費　会員事業所の被保険者とそのご家族は説明資料を含め全て無料です。
・申　込　定員に達するまでは受付けします。

セミナーの内容（予定）

　　①退職後（或いは年金を受給しながら働く場合）の年金制度と医療保険について
　　②ライフプランと生きがい（生きがいのある生活を築くために）
　　③家庭経済プラン（年金を中心とするこれからの家計プランの作成方法）
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第184回　めまいについてご存知ですか？
　平衡感覚(体がバランスを保つための機能）を維持する体の器官に障害がおきると「めまい」がおきま
す。ひとくちで「めまい」といってもいろいろな種類があり、原因も様々です。その原因や対処法をお
伝えします。

★ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）

年金についての相談やお問合せ先

令和元年９月 令和元年10月
日 月 火 水 木 金 土

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください

一般財団法人秋田県社会保険協会
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